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医療法⼈会計基準と病院会計準則の違いガイド

医療法⼈の会計には、管理の「単位」と「⽬的」が異なる2つの主要なルールが存在します。

【役割の違い】医療法⼈会計基準（法⼈単位）と病院会計準則（施設単位）

医療法⼈会計基準：法⼈全体のガバナンスと透明性

2016年に制定された新しい基準です。負債50億円以上などの⼀定規模以上の法⼈に適⽤され、外部監査や計算書類の公告を通じて、法⼈として
の説明責任を果たすことを⽬的としています。

病院会計準則：個別病院の経営実態の把握

1965年から続く伝統的なルールです。病院や診療所といった施設単位での収⽀を正しく把握し、医療機関同⼠の経営⽐較を容易にすることを⽬
的としています。

【ポイント】1つの法⼈が複数の病院を運営する場合、法⼈全体には「医療法⼈会計基準」が適⽤されますが、他法⼈との⽐較時には「病院会計
準則」による統⼀的な視点が必要となります。
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医療法⼈会計基準と病院会計準則の違いガイド

⼀般企業の会計とは異なる、上記2つの基準特有の「情報の⾒せ⽅」について解説します。

【表⽰の違い】医療法⼈会計基準の損益区分と病院会計準則の勘定科⽬

医療法⼈会計基準：3つの事業区分

法⼈が多⾓経営を⾏っている場合、損益を以下の3つに区分して開⽰します。

1. 本来業務事業損益：病院、診療所、介護⽼⼈保健施設など

2. 付帯業務事業損益：疾病予防施設、再教育機関など

3. 収益業務事業損益：本来業務に⽀障のない範囲での専⾨サービスなど

‧ ⼀般企業にある「製造原価」という概念が存在しません。

‧ 売上単価が公定価格（診療報酬）であり、⼊⾦時に査定減や返戻による売上減額修正が発⽣するのが特徴です。

‧ 病院会計準則は、こうした医療特有の勘定科⽬体系を規定しています。

病院会計準則：独⾃の科⽬体系
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医療法⼈会計基準と病院会計準則の違いガイド

すべての法⼈が新しい基準を強制されるわけではなく、規模に応じて適⽤ルールが異なります。

【適⽤の違い】医療法⼈会計基準の強制対象と病院会計準則の選択

強制適⽤のボーダーライン

以下の条件を満たす法⼈は「医療法⼈会計基準」が必須となります。

‧ ⼀般医療法⼈：負債50億円以上 または 収益70億円以上

‧ 社会医療法⼈：負債20億円以上 または 収益10億円以上 ※これらに該当しない⼩規模な法⼈は、引き続き「病院会計準則」や中⼩会計要領を
選択できます。

移⾏時の負担軽減：簡便法

医療法⼈会計基準への移⾏にあたり、負債200億円未満の法⼈には事務負担を減らす「簡便法」が認められています。これにより、病院会計準則
に近い実務（リースの賃貸借処理や、税法基準の貸倒引当⾦計上など）の継続が容認されています。


